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各
種
手
当
　
支
給
額
変
更　

　

４
月
か
ら
次
の
手
当
の
支
給
額
が
全

国
消
費
者
物
価
指
数
の
年
平
均
の
変
動

に
応
じ
て
変
更
さ
れ
ま
す
。

問 

児
童
家
庭
課

☎
22

−

１
１
１
１
内
線
２
５
１
５

問 

障
が
い
福
祉
課

☎
22

−

１
１
１
１
内
線
２
５
９
６

乳
幼
児
等
医
療
費
給
付
事
業

　

保
護
者
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
し
、

子
ど
も
の
健
康
と
健
や
か
な
成
長
を

願
っ
て
、
乳
幼
児
等
医
療
費
給
付
事
業

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

〈
対
象
と
な
る
方
〉

 

市
内
に
住
所
が
あ
る
中
学
生
ま
で
の

子
ど
も
で
、
保
護
者
の
所
得
が
む
つ
市

乳
幼
児
等
医
療
費
給
付
制
度
の
基
準

額
以
内
の
方

〈
事
業
の
内
容
〉

※
保
険
適
用
外
や
入
院
時
の
食
事
療

養
費
は
対
象
外
で
す
。

※
小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
で
、
資
格

証
の
有
効
期
限
が
過
ぎ
て
い
た
り
、

お
持
ち
で
な
い
場
合
は
医
療
費
の
給

付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
平
成
30
年
度
版
健
康
づ

く
り
カ
レ
ン
ダ
ー
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

健
康
推
進
課
乳
幼
児
等
医
療
費
担
当

☎
22

−

１
１
１
１
内
線
２
５
８
７

固
定
資
産
評
価
額
等
の

縦
覧
お
よ
び
閲
覧

　

平
成
30
年
度
の
固
定
資
産
評
価
額

等
に
つ
い
て
、「
土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
」の
縦
覧
お
よ
び「
固
定
資
産

課
税
台
帳
」の
閲
覧
を
行
な
い
ま
す
。

〈
い
つ
〉

縦
覧
…
４
月
１
日（
日
）
～
７
月
２
日（
月
）ま
で

閲
覧
…
通
年

※
土
日
祝
日
を
除
く
。
た
だ
し
、
本
庁

舎
の
み
４
月
１
日（
日
）は
実
施

〈
ど
こ
で
〉

　

税
務
課
お
よ
び
各
分
庁
舎
管
理
課

〈
持
参
す
る
も
の
〉

　

身
分
を
確
認
で
き
る
も
の （
個
人
番

号
カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー

ト
・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
・
健
康
保

険
証
な
ど
）　

〈
手
数
料
〉

縦
覧
…
無
料

閲
覧
…
１
枚
に
つ
き
２
５
０
円
、
た
だ

し
縦
覧
期
間
中
は
無
料

問 

税
務
課
固
定
資
産
税
担
当

☎
22

−

１
１
１
１
内
線
２
２
２
５

税
務
課
　
夜
間
・
休
日
窓
口

　

４
月
か
ら
夜
間
窓
口
の
時
間
が
変
わ

り
ま
す
。

　

毎
月
25
日
か
ら
末
日
ま
で
を
納
税

週
間
と
し
て
、
夜
間
お
よ
び
休
日
に
収

納
窓
口
を
開
設
し
て
市
税
等
の
納
付
を

受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。
仕
事
な
ど
で

日
中
に
金
融
機
関
等
で
の
納
付
が
難
し

い
方
は
、
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
納
税
相
談
も
随
時
行
な
っ
て
い
ま
す
。

〈
い
つ
〉４
月
25
日 （
水
） ～
30
日 （
月
）

　
（
平
日
）午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

　
（
土
日
）午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

〈
ど
こ
で
〉本
庁
舎
税
務
課

問 

税
務
課
収
納
担
当

☎
22

−

１
１
１
１
内
線
２
２
３
２

認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム

が
発
足
し
ま
す

　

認
知
症
は
早
期
発
見
・
早
期
治
療
が

大
切
で
す
。
認
知
症
に
な
っ
て
も
本
人

の
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
で
き
る
限
り
住

み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、

認
知
症
、
そ
の
疑
い
の
あ
る
方
や
、
ご

家
族
を
訪
問
し
て
、
困
り
ご
と
や
心
配

事
な
ど
の
相
談
に
対
応
す
る
、
専
門
職

で
構
成
さ
れ
た
チ
ー
ム
が
発
足
し
ま
す
。

〈
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
〉

　

病
院
受
診
や
サ
ー
ビ
ス
利
用
、
ご
本

人
や
ご
家
族
へ
相
談
な
ど
の
支
援
を
専

門
職
が
協
力
し
な
が
ら
集
中
的
に
行
い

ま
す
。

〈
対
象
と
な
る
方
〉

　

市
内
に
在
宅
生
活
し
て
い
る
四
十
歳

以
上
の
方
で
、

•

認
知
症
の
診
断
を
受
け
て
い
な
い
、

ま
た
は
治
療
を
中
断
し
て
い
る
方

光
資
源
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま

す
。
自
宅
の
庭
木
や
街
路
樹
な
ど
、
身

の
回
り
で
枯
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
枯

れ
か
か
っ
て
い
る
マ
ツ
や
ナ
ラ
類
を
見

つ
け
た
と
き
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問 

農
林
畜
産
振
興
課
農
林
担
当

☎
22

−

１
１
１
１
内
線
２
６
２
３

問 

下
北
地
域
県
民
局
林
業
振
興
課

☎
22

−

８
５
８
１
内
線
２
４
３

問 

下
北
地
方
森
林
組
合
☎
22

−

１
０
４
１

架
空
請
求
は相

手
に
し
な
い
で
！

　

身
に
覚
え
の
な
い
請
求
メ
ー
ル
や
、

ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
の
ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
詐

欺
の
被
害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
実
在

す
る
大
手
企
業
名
で
「
本
日
中
に
連
絡

が
な
け
れ
ば
法
的
手
続
き
を
取
る
」と

い
う
内
容
が
届
い
た
場
合
は
、
架
空
請

求
で
す
か
ら
相
手
に
し
な
い
で
く
だ
さ

い
。
記
載
さ
れ
た
番
号
に
は
絶
対
に
電

話
を
か
け
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

人口 58,799 人 （－ 61 人）
むつ地区 46,414 人 （－ 27 人）
川内地区 3,960 人 （－ 15 人）
大畑地区 6,878 人 （－ 12 人）
脇野沢地区 1,547 人 （－ 7 人）
世帯数 29,261 世帯 （－ 12 世帯）
　　　　　　　　　（　 ）内は前月比

※住民基本台帳による

3月1日現在 人口・世帯数 •

医
療
や
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利

用
し
て
い
な
い
方

•

医
療
や
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

て
い
る
が
、認
知
症
の
症
状
が
強
く
、

対
応
に
困
っ
て
い
る
方

問 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
み
ち
の
く

☎
23

−

７
９
３
０

問 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
桜
木

☎
23

−

３
５
６
０

問 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
22

−

１
１
１
１
内
線
２
５
５
７

む
つ
市
長
選
挙

　

６
月
28
日
任
期
満
了
に
伴
う
む
つ
市

長
選
挙
を
行
な
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ

に
伴
い
、
立
候
補
予
定
者
等
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。
参
加
さ
れ
る
方
は
、
当

日
印
鑑 （
認
印
）を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

な
お
、
参
加
申
込
み
は
不
要
で
す
。

◆
む
つ
市
長
選
挙

〈
告
示
日
〉５
月
27
日（
日
）

〈
投
票
日
〉６
月
３
日（
日
）

◆
立
候
補
予
定
者
説
明
会

〈
い
つ
〉４
月
24
日（
火
）午
前
10
時
～

◆
政
党
等
説
明
会

〈
い
つ
〉４
月
24
日（
火
）午
後
２
時
～

※
説
明
会
の
場
所
は
い
ず
れ
も
、
む
つ

市
役
所
本
庁
舎
大
会
議
室
Ａ

問 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

☎
22

−

１
１
１
１
内
線
３
３
１
２

春
季
大
掃
除

　

町
内
会
等
で
地
域
の
清
掃
を
予
定
し

て
い
る
方
は
、
事
前
に
環
境
政
策
課
ま

た
は
各
庁
舎
市
民
生
活
課
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
清
掃
用
ご
み
袋
や
土
の
う
袋

な
ど
を
支
給
い
た
し
ま
す
。

問 

環
境
政
策
課
廃
棄
物
対
策
担
当

☎
22

−

１
１
１
１
内
線
２
４
６
２

野
生
動
物
へ
の
エ
サ
や
り
行
為
は

や
め
ま
し
ょ
う

　

カ
ラ
ス
や
野
良
猫
を
は
じ
め
と
す
る

野
生
動
物
へ
の
エ
サ
や
り
行
為
は
、
ふ

ん
尿
被
害
に
よ
る
近
隣
の
生
活
環
境
の

悪
化
や
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
を
乱
す
こ

と
な
ど
に
つ
な
が
り
、
ヒ
ト
と
野
生
動

物
の
双
方
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

野
生
動
物
を
見
か
け
て
も
、
刺
激
し

た
り
、
食
べ
物
を
与
え
た
り
し
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問 

環
境
政
策
課
環
境
衛
生
担
当

☎
22

−
１
１
１
１
内
線
２
４
５
４

松
く
い
虫
被
害
及
び

ナ
ラ
枯
れ
被
害
の
予
防

　

マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ
と
い
う
小

さ
な
線
虫
が
マ
ツ
の
木
に
侵
入
す
る
こ

と
で
マ
ツ
が
枯
れ
て
し
ま
う
松
く
い
虫

被
害
、
小
さ
な
昆
虫
が
運
ぶ
ナ
ラ
菌
に

よ
り
、
ミ
ズ
ナ
ラ
や
カ
シ
ワ
な
ど
の
ナ

ラ
類
が
枯
れ
る
ナ
ラ
枯
れ
被
害
な
ど
の

伝
染
病
は
、
ま
ん
延
す
る
と
農
林
水
産

業
を
は
じ
め
と
す
る
産
業
・
経
済
の
ほ

か
、
青
森
県
が
誇
る
自
然
景
観
や
観

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

お 

知 

ら 

せ

特集information健康国際交流 図書館ジオ商品陸奥覧

区　分 0歳～小学校就学前 小・中学生

対象年齢

出生の日から 6 歳に達した
日以後の最初の 3 月 31 日
※ 1 年ごとに資格証の更新
　申請が必要

6 歳に達した日の翌日以後
の最初の４月１日から 15
歳に達した日以後の最初の
3 月 31 日
※資格証の交付なし

給付対象 入院・外来医療費・調剤費
（2 割負担分）

入院医療費
（3 割負担分）

給付方法 現物給付
（窓口負担なし）

償還払い
（窓口負担あり）

掲載記事の詳細は、各担当にお問い合わせいただくか、ホームページ等でご確認ください。

区分 支給区分 3月分まで 4月分から

本体額
全部支給 42,290 円 42,500 円
一部支給 9,980 円～ 42,280 円 10,030 円～ 42,490 円

第２子加算額
全部支給 9,990 円 10,040 円
一部支給 5,000 円～ 9,980 円 5,020 円～ 10,030 円

第３子加算額
全部支給 5,990 円 6,020 円
一部支給 3,000 円～ 5,980 円 3,010 円～ 6,010 円

支給区分 3月分まで 4月分から
重度障害の場合 51,450 円 51,700 円
中度障害の場合 34,270 円 34,430 円

〈児童扶養手当〉

〈特別児童扶養手当〉 手当の種類 3月分まで 4月分から
特別障害者手当 26,810 円 26,940 円
障害児福祉手当 14,580 円 14,650 円
福祉手当（経過措置分） 14,580 円 14,650 円

〈特別障害者手当等〉

各 種 相 談 日 程

法律相談（予約制）
時 4 月 27 日（金）12:30 〜
場 市役所本庁舎市民相談室
問 市民連携課 ☎ 22-1111内線2154
予約受付は 4 月 2 日（月）午前 8 時 30 分開始。
1 人 30 分、定員 6 名（先着順）

法テラス法律相談（予約制） 
時 4 月 11 日（水）12:30 〜
場 市役所本庁舎市民相談室
問 法テラス青森 ☎ 050-3383-5552
1 人 30 分、定員 6 名（先着順）

行政相談 
時 4 月 16 日（月）10:00 〜 15:00
場 市役所本庁舎市民相談室
問 市民連携課 ☎ 22-1111内線2154
行政についての各種相談を受けます。

人権相談 
時 祝日を除く月・水・金曜日 10:00 〜 17:00
場 下北合同庁舎 2 階相談室
問 青森地方法務局むつ支局 ☎ 23-3202
家族間や近隣関係のこと、学校や職場内のことなどの相談を受けます。

人権相談 
時 4 月 6 日（木）10:00 〜 15:00
場 大畑庁舎会議室
問 大畑庁舎管理課 ☎ 34-2111
家族間や近隣関係のこと、学校や職場内のことなどの相談を受けます。

  時 日時　場 場所　問 問合先・申込先

市役所本庁舎 ☎ 0175-22-1111　川内庁舎 ☎ 0175-42-2111　大畑庁舎 ☎ 0175-34-2111　脇野沢庁舎 ☎ 0175-44-2111掲載記事の詳細は、各担当にお問い合わせいただくか、ホームページ等でご確認ください。
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